
パートナーシップ関係のかたが利用可能な行政サービス一覧

Ｒ6.9.1現在

サービスの種類（担当所属） パートナーの適用 受領証提示

高齢者福祉に関すること

交通費助成（高齢者すこやか支援課） 申請 - 対象者に対しハガキ郵送

受領 ○ 代理人署名 不要

使用 -

老人福祉カード（高齢者すこやか支援課） 申請 ○ 対象者の身分証提示

受領 ○ 不要

使用 -

長寿祝金支給（高齢者すこやか支援課） 申請 ○ 対象者に対しハガキ郵送 不要

受給 - 対象者口座のみ

配食サービス（高齢者すこやか支援課） 相談 ○ 対象者と同一世帯 不要

利用 ○ 生活実態に応じて要相談

生活援助サービス（高齢者すこやか支援課） 相談 ○ 対象者と同一世帯 不要

利用 ○ 生活実態に応じて要相談

介護用品の支給（高齢者すこやか支援課） 相談 ○ 対象者と同一世帯 不要

受給 ○ 生活実態に応じて要相談

介護者慰労金支給（高齢者すこやか支援課） 申請 ○ 対象者と同一世帯 不要

受給 ○

家族等介護教室（高齢者すこやか支援課） 受講 ○ 不要

介護保険に係る各種申請（介護保険課） 申請 ○ 不要

障害者福祉に関すること

交通費助成（障害福祉課） 申請 - 対象者に対しハガキ郵送

バス・電車・タクシー等利用券 受領 ○ 代理人署名 不要

使用 -

うちガソリン券 申請 ○ 不要

受領 ○

各種相談事業（障害福祉課）

障害者相談支援事業 相談 ○ 不要

利用 ○

障害者就労支援相談 相談 ○ 不要

利用 ○

身体・知的・精神障害者相談業務 相談 ○ 不要

利用 ○

軽自動車税【種別割】の減免（市民税課） 申請 ○ 対象者と同一世帯 要

子育て・教育に関すること

保育所入所申込（幼児課） 申込 ○ 養育する保護者 要

利用 ○

母子健康手帳交付 申請 ○ 要

（子育てサポート課・総合事務所地域福祉課） 受領 ○

面談 ○

申請 ○ 不要

支給 ○

受診 ○ 妊産婦及びパートナー 不要

申請 ○ 不要

支給 ○

特別支援教育就学奨励（教育委員会総務課） 支給 ○ 不要

申請 ○ 不要

交付 ○

申請 ○ 不要

給付 ○

申請 ○ 保護者 不要

決定 ○ 保護者

各種講座（生涯学習企画課、生涯学習施設課、地域福祉課、環境政策課、文化振興課）

公民館、図書館、科学館等での講座 受講 ○ 不要

両親学級、育児学級、離乳食・幼児食教室 受講 ○ 不要

親子環境教室 参加 ○ 不要

体験教室、コンサート等 参加 ○ 不要

被爆者援護に関すること（援護課、調査課）

原子爆弾被爆者養護ホームの入所申請 申請 ○ 対象者を養護 不要

原爆死没者名簿への登載 申請 ○ 被爆者の遺族、縁故者 不要

暮らしと環境に関すること

市営住宅入居 申請 ○ パートナーで入居 要

一般市営住宅（建築総務課） 入居 ○

申請 ○ 要

給付 ○

犯罪被害者等への見舞金、助成金の給付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自治振興課）

スクール専用交通の利用申請

　　　　　　　　　　　　（教育委員会適正配置推進室）

イーカオ出産・子育て応援ギフト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育てサポート課）
面談等により養育者であると確認

でき、かつ同一住所地の場合

経済的理由により就学困難な児童生徒への就学援助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育委員会総務課）

遠距離通学費の補助（教育委員会総務課）

経済的負担軽減のための高校生等入学給付金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育委員会総務課）

妊産婦等歯科健診

      （子育てサポート課（口腔保健支援センター）


